
１ 担い手の育成・確保の改正（ガイドライン改正）

令和６年度総合評価落札方式の適用の改正について

別紙１

本適用は、社会経済情勢の変化等に柔軟に対応するため、毎年度見直しを行っている。
今回、令和６年度「営繕工事における総合評価落札方式の適用について」の主な改正事

項は次のとおり。

・「雇用環境への取組」の奨学金返済支援に関する取扱いを改正し、評価対象に給付型
奨学金を追加

新（改正案） 旧（現行）

奨学金返済の支援、給付型奨学金への
出資を行っている、又は行う規定を設け
ている企業。

奨学金返済の支援を行っている、又は
行う規定を設けている企業。

２ 地域の守り手確保の改正（ガイドライン改正）

・「多様な雇用への取組」の障がい者就労支援の取扱いを改正し、評価対象に北海道働
き方改革推進認定制度の写しの提出があった企業を追加

新（改正案） 旧（現行）

令和５・６年度の北海道建設工事等競
争入札参加資格審査における「障がい者
の就労支援」の審査において評価された
企業、又は北海道働き方改革推進認定制
度の「障がい者」の取扱分野に該当があ
り、写しの提出があった企業。
（北海道働き方改革推進企業認定制度の
有効期間の終了日が公告日以降のものを
有効とする。）

令和５・６年度の北海道建設工事等競
争入札参加資格審査における「障がい者
の就労支援」の審査において評価された
企業。
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技術評価項目
評価基準

施工計画審査
タイプⅠ型

施工計画審査
タイプⅡ型

施工実績審査
タイプ

評価点 配点 小計 配点 小計 配点 小計

簡
易
な

施
工
計
画

①工程管理に係る技術的所見 配点＝評価項目数÷評価対象項目数×5.00点 5.0 

15.0 

(5.0) 
10.0 

(２項目)
－②品質管理に係る技術的所見 配点＝評価項目数÷評価対象項目数×5.00点 5.0 (5.0) 

③施工上の対処すべき技術的所見 配点＝評価項目数÷評価対象項目数×5.00点 5.0 (5.0) 

企
業
の
施
工
能
力

工事施行成績 過去８年間の北海道建設部建築局発注工
事の当該工事と同じ入札参加資格の種類
による工事施行成績の平均点
※外構工事（土木・造園・舗装等）は、
過去８年間の建築局発注工事の外構工事
による工事施工成績の平均点（評価点に
ついては、ガイドラインと同様とし、別
途設定）

85(93)点≦ 平均点 ＜85(93)点 7.50 

7.5 

8.5 

7.5 

10.0 

7.5 

10.0 

83(91)点≦ 平均点 ＜85(93)点 7.00 

81(89)点≦ 平均点 ＜83(91)点 6.50 

79(87)点≦ 平均点 ＜81(89)点 6.00 

77(85)点≦ 平均点 ＜79(87)点 5.50 

75(83)点≦ 平均点 ＜77(85)点 5.00 

73(81)点≦ 平均点 ＜75(83)点 4.50 

71(79)点≦ 平均点 ＜73(81)点 4.00 

69(77)点≦ 平均点 ＜71(79)点 3.50 

69(77)点≦ 平均点 ＜69(77)点 3.00 

北海道建設部
工事等優秀者表彰

北海道建設部工事等優秀者表彰、
道新技術・新製品開発賞

過去１～３年間に表彰あり 0.5 

0.5 0.5 0.5 過去４～８年間に表彰あり 0.25

なし 0.0 

ISOマネジメントシステムの取得 ISO9001を取得 0.5 
0.5 0.5 0.5 

なし 0.0 

地域精通度（施工実績） 過去15年間の工事箇所と同じ地域
での施工実績

同じ市町村 1.5 

－ 1.5 1.5 同じ振興局 0.75 

なし 0.0 

配
置
予
定
技
術
者

主任（監理）技術者の資格 一級施工管理技士（有資格期間５年以上）を保有し、かつ
一級建築士等を保有

2.0 

2.0 

2.5 

2.0 

2.5 

2.0 

2.5 

一級施工管理技士（有資格期間５年以上）を保有又は、
一級建築士等を保有

1.5 

一級施工管理技士（有資格期間５年未満）を保有 1.0 

二級施工管理技士（有資格期間５年以上）を保有 0.5 

上記以外 0.0 

主任（監理）技術者の継続教育 CPDの証明あり（推奨単位以上取得） 0.5 
0.5 0.5 0.5 

なし 0.0 

担
い
手
の
育
成
・
確
保

技術者の追加配置 一級施工管理技士又は二級施工管理技士の追加配置あり 0.5 
0.5 

3.0 

0.5 

2.5 

0.5 

2.5 

なし 0.0 

技術職員の
育成・確保

①
か
②
の
最
高
点

①若年技術職員
の育成・確保

技術職員の35歳未満の割合が15％以上、又は、
新規技術者（35歳未満）が１%以上 0.5 

0.5 0.5 0.5 ②技術職員総数
の確保

技術職員の総数が、同数以上 0.5 

技術職員の総数の減少が１～２人、又は、減少率が４％以下 0.25 

技術職員の総数の減少が３人、又は、減少率が６％以下 0.10 

上記該当なし 0.0 

新規の雇用 過去５年間に新卒者、離職者の雇用実績あり 0.5 
0.5 0.5 0.5 

なし 0.0 

労働環境改善

①
～
④
の
中
か
ら
２
項
目
選
択

①雇用環境への
取組

雇用環境への取組あり
（①建設雇用優良事業所表彰 ②通年雇用 ③奨学金に関する支援の取組）

0.5/
0.25

1.0 0.5 0.5 

なし 0.0 

②仕事と家庭の
両立支援の
取組

次世代育成支援推進法の一般事業主行動計画の策定・届出あり 0.5/
0.25

なし 0.0 

③高年齢者継続
雇用

高年齢者継続雇用の取組あり（1年間の継続雇用を評価） 0.5/
0.25

なし 0.0 

④女性の活躍
支援の取組

女性活躍推進法の一般事業主行動計画の策定・届出あり 0.5/
0.25

なし 0.0 

地域の技能士等の活用 計画あり 0.5 
0.5 0.5 0.5 

なし 0.0 

その他 必要と認められる場合に設定 － － － －

地
域
の
守
り
手
確
保

地域の安全・
安心貢献度

主たる営業所の所在地 当該工事箇所が存する市町村内 1.0 

－

2.5 

1.0 

2.25 

1.0 

2.25 

当該工事箇所が存する総合振興局（振興局）管内 0.50 

上記以外 0.0 

地域経済への
波及

地域企業の活用 計画あり 1.0/
0.25 1.0 0.25 0.25 

なし 0.0 

地域資材の活用 計画あり 0.75/
0.25 0.75 0.25 0.25 

なし 0.0 

地域社会
貢献

多様な雇用への貢献 いずれかに該当有り
（①障がい者の就労支援 ②協力雇用主制度）

0.5/
0.25 0.5 0.25 0.25 

なし 0.0 

環境対策の認定制度等 登録又は認証あり 0.25 
0.25 0.25 0.25 

なし 0.0 

その他 円滑な事業執行への
貢献

重点工事の完成実績があり、加点申請あり 0.25 
－ 0.25 0.25 

なし 0.0 

地域建設業経営環境評価 0     ≦評価比率＜0.25 3.0 

－ 3.0 3.0 3.0 3.0 

0.25≦評価比率＜0.50 2.4 

0.50≦評価比率＜0.75 1.8 

0.75≦評価比率＜1.00 1.2 

1.00≦評価比率＜1.25 0.6 

1.25≦評価比率 0.0 

その他 必要と認められる場合に設定 － － － － － － －

計（満点） 31.5 30.25 20.25

減点
項目

過去６か月の措置による減点 重要な瑕疵に伴う修補（損害賠償）請求を受けた事例あり -1.0 

総合評価方式において技術評価項目の不履行を行った事例あり -1.0 

改正（ガイドライン改正より）

※別紙１

評価対象拡大（ガイドライン改正より）
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